
対日占領政策立案過程における

「再教育・再方向付け政策」の成立

「親日的不介入主義」との攻防に焦点を当てて

土屋　由　香

は　じ　め　に

　アメリカ合衆国のジョージ・W・ブッシュ政権が2002年秋にイラク占領を

準備していた際，半世紀以上前の対日占領政策をモデルとして利用していると

発表して，国際世論を驚かせたことは記憶に新しい！むろんこの荒唐無稽な

計画には，日米双方の多くの知識人から一斉に非難の声が上がった。文化的・

宗教的・歴史的・政治的背景のまったく異なる両国に同一モデルの占領政策を

適用しようとするのはナンセンスであり，歴史の曲解もはなはだしいというの

が彼らの共通見解であった碧しかしそのような非難を受けた後でさえ，ブッ

シュ政権の要人たちはしばしば日本占領への言及を繰り返した。例えば，ラム

ズフェルド国防長官は2004年初めに「アメリカは，日本を7年がかりで作り

直した（remaking）時よりも速いスピードで，イラクを再建・改革しつつある」

と述べている害

　このような発言がいかに的外れであったかということは，その後のイラク情

勢の展開を見れば明らかであるが，何故アメリカ政府高官が日本を「作り直し

た」という考えに執着したがったのかという点は，熟考に値する。占領期のい

わゆる「民主改革」が，アメリカ合衆国による西洋民主主義思想の日本への「輸

出」などという単純な図式で説明できないことは言うまでもない。それは戦前
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日本の民主主義思想の系譜，日本人白らの近代化への欲望，アメリカの戦略的

意図等，様々な要因が複雑に絡み合いつつ進行したものであった。それにもか

かわらず日本を「作り直した」というナイーブな歴史的記憶がアメリカ政府関

係者の脳裏に刻まれたのは，戦争末期アメリカ政府による戦後計画の中で，あ

らゆるメディアを通して日本人を親米民主主義に思想誘導するという「再教

育・再方向付け政策」（Re－educa廿。nandReorientationPo1icy）が立案されたこ

とと無関係ではないだろう。

　本稿は，「再教育・再方向付け政策」がアメリカ政府内部で提案される過程

を，国務省の資料をもとに実証的に追跡する。それによってまず第一に，「再

教育・再方向付け政策」がメデイア改革・政治改革・教育改革の各分野を緩や

かに覆う思想誘導政策であったことを明らかにする。そして第二に，「再教育・

再方向付け政策」は異なる意見・立場の対立と妥協の末に成立したものであ

り，特に日本の西洋近代的要素を高く評価する親日的なグループと，日本を西

洋とは異質の社会とみなし本質的変化を求めるグループとの対立を軸に展開し

たことに論及する。第三に，「再教育・再方向付け政策」は第二次世界大戦中

に設立された戦争情報局（OWI）のプロパガンダ政策の系譜を引き，戦後冷戦

期の対外文化戦略へと継承されて行く，アメリカ政府の対外情報・文化政策の

大きな流れの中に位置づけられることを指摘する。

　原資料を用いた占領政策立案過程の実証的研究は，政治学分野における五百

旗頭真（1985）の先駆的研究のほか，ユ980～90年代にかけて教育史やマスメ

ディア史でも厚い先行研究の蓄積を見たぎまた2002年にはそれまでほとんど

着手されていなかった占領期の映画政策形成過程を扱った谷川建司の研

究，2004年には，広範囲な原資料を細心の注意で読み解いた原秀成の日本国

憲法制定過程に関する研究が出版された書本稿はこれらの先行研究を踏まえ

つつも，その多くが主として政治・法律・教育・マスメディア等の各分野にお

ける制度改革を「縦割り」で扱って来たのに対し，「再教育・再方向付け政策」

がメディアや教育を通して政治・社会・文化に一定の方向付けを与えようとす

る分野横断的な政策であり，しかも独立した一政策として立案されていたこと
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に着目する。既存の縦割り学問分野の枠組みに収まり切らないためか，「再教

育・再方向付け政策」に関する研究はこれまで手薄であった。しかし，これが

教育やメデイアを通して日本の政治文化のあり方に影響を及ぼし，さらには占

領者に「日本を作り直した」という自負を与えたとすれば，改めて検討に値す

る問題であると考える。

　先ほど，「再教育・再方向付け政策」が親日的なグループと，日本社会の本

質的な変化を求めるグループとの対立を軸に展開したと述べた。そもそも占領

政策の原案は，国務省「知日派」と呼ばれる親日的グループによって起草され

たが，その後日本に対してより厳しい態度を取る政府関係者によって，この親

日派原案がある程度の譲歩を余儀なくされたことが，先行研究で明らかにされ

ている冒「知日派」の中でも特に重要な役割を果たしたのが，クラーク大学の

国際関係論教授であっ．たジョージ・ブレイクスリー（George　H．B1akeslee）で

ある。’ uレイクスリーの思想については別稿で論じたのでここでは詳述しない

が，彼の親日感情の根幹には，近代西洋的価値観を共有できる上層階級日本人

に対する厚い信頼があった。したがって軍国主義者や極端なナショナリストを

排除するとともに親米派日本人に活躍の場を与えてやりさえすれば，懲罰的な

占領政策や徹底した「再教育」は必要ないというのが，彼の基本的態度であっ

た2

　しかし，このような友好的不介入主義とは異なる潮流がアメリカ政府内で誕

生し，占領政策立案に大きな影響を及ぼすことになる。一つには，一ドイツ占領

政策における「非ナチ化」を日本人再教育にも応用しようとする動きである。

ナチスの洗脳により集団的精神異常を起こしているドイツ人を再教育で正常に

戻す必要を訴える議論が戦争末期に盛んになり，これが日本にも適用される。

二つ目として，中国に同情的で日本に懲罰的措置を求める「親中国派」政策立

案者たちの影響力があった。さらに三点目として，日本人・日本文化をオリエ

ンタリズム（西洋から見て異質な一そして，しばしば「遅れた」一東洋へのま

なざし）のフィルターを通して見ることにより，欧米とは異質で「封建的」な

日本人を思想改造しようとする態度もあった。親日派が日本を近代国家として
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自分たちに近い存在と見ていたのに対して，この立場の人々は日本の異質性・

非西洋性を強調し；戦後世界に受け入れられるためには精神面における近代化

が必要だと考えたのである。これらの動機が複雑に作用し合う中で「再教育・

再方向付け政策」は形成されて行くことになる。

　本稿では，親日的な不介入主義の立場と「再教育・再方向付け」論とが，対

立・緊張関係を保ちながらも最終的には合流・融合して行．った過程牽説明す

る。そのような合流・融合が可能であった理由は，親日派は占領者が強制する

「再教育」の必要性・有効性には懐疑的であったものの，日本人自らが「再教

育」に取り組むことには異存が無かったことに由来する。親日派が信頼したの

は欧米で教育を受けた（あるいは欧米の文化的影響を強く受けた）日本人であ

り，彼らがその他大勢の一般日本人を「再教育・再方向付け」する啓蒙的役割

を果たすことを期待したのである。

　実際に「再教育・再方向付け」に関する具体的施策は，占領軍による一方的

な押し付けというよりは，占領者・被占領者の合同プロジェクトとして進行し

た。そこには日本側の復興へρ希求や近代化欲求，戦前からの親羊車識，官僚

主義的な上意下達システムなどが複雑に絡ま一り合っていた。「再教育・再方向

付け政策」の具体的展開は本稿の射程範囲外であり別の機会に譲りたい。しか

し，実際には「日米合同プロジェクト」として推進されたはずのこれらの政策

が，占領者の記憶の中で，他国の文化・社会に介入し「作り変えた」経験とし

て結晶して行ったことは，冒頭のラムズフェルド発言にも表出している。この

ような歴史的記憶の形成は，「再教育・再方向付け政策」が立案当初から，教

育やマスメディアを「道具」として他国の文化・社会を「作り変える」という

意図や願望を含んでいたことに関係するのではないだろうか。

　以下，占領政策立案～占領開始初期までを三つの時期に分け，「再教育・再

方向付け政策」がどのように発案され，親日的不介入主義といかなる緊張関係

を保ちながら発展して行ったかを解明する。
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第一期：ユ942年9月～ユ943年ユ2月

　国務省特別調査局（SR）およびその下に置かれた領土問題小委員会（TS）

　において対日占領政策の原案が作成された時期

第二期：ユ944年ユ月～ユ944年ユ2月

　国務省戦後計画委員会（PWC）および国と地域委員会（CAC）におい

　て占領政策が立案された時期

第三期：ユ944年ユ2月～ユ946年ユ月

　国務陸軍海軍調整委員会（SWNCC）と，その極東小委員会（SFE）において

　占領政策の最終案が決定した時期

1．第一期1942年9月～1943年12月

　この時期には，対日占領政策の最も基本的な原案が国務省の作業班において

作成された。．1942年の春に国務省は特別調査部（SR）を設け，9月にはブレ

イクスリーがSR極東グループに配属された。ブレイクスリーの他には，コロ

ンビア大学の日本史学者ヒュー・ホートン（Hugh　Borton），グルー駐日大使の

秘書を務めたロバート・フィアリー（RobertA．Fearey），ブレイクスリーの元

指導学生でクラーク大学から博士号を取得したばかりのキャサリン・バーテイ

モ（Kat師n　D．B舳imo）がこのグループに所属した。この中でブレイクスリ

ーは他の3人に比して桁違いに豊富な知識と経験をもつ長老的存在であった書

ホートンは戦前に宣教師および留学生として日本に滞在した経験をもつ親日派

で，ブレイクスリーの片腕として働いた。しかし，彼の日本人観はブレイクス

リーとは重要な点で異なっており，日本人が自ら社会改革を行う能力に対して

ブレイクスリーよりも懐疑的であった。この違いは，後に述べるように「再教

育・再方向付け政策」の立案過程で重要な意味を持つことになる碧

　1943年1月になると国務省SRは経済研究局と政治研究局とに別れ，ブレイ

クスリーのグループは後者の申の「領土問題小委員会」（TS）に所属した。TS

は枢軸国とその影響下にあった地域の戦後処理について幅広く議論したが，日
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水に関しては占領政策の原案「T－357a日本との戦後協定に適用されうる」般

原則」を起草したぎ〕T－357aはブレイクスリーの親日的態度を反映して，戦後

日本を「国際社会（fa㎞1y　ofnati㎝s）の完全・平等な一員として」復帰させる

ことを謳っていたとユ）しかし，この結論に至るまでにはTS内部で様々な議論が

行われた。議事録によると，この早い段階で既に「メデイア・コントロール」

によって日本人を「再教育」すべきだという考えも浮上していたことがわかる。

メディア・コントロールは日本占領を語る度に「いつも取り上げられる」話題

だったが，ブレイクスリーは「このような提案を好まず」，「出版やラジオの政

府統制からの自由を要求すること以上に多くを行おうとするのは無理」だと主

張したぎ）結果的にT－357aには「出版やラジオを通して民主主義諸国との知的

交流を行う自由」を確立すべきことが謳われているが，出版やラジオが「再教

育」や「再方向付け」の手段としては扱われていない。

　TS議事録からは，同じ「親日派」の中でも日本に対して異なる見解が存在

したことも読み取れる。例えばブレイクスリーは日本に平和で民主的な政府を

樹立する作業は「日本の穏健派の手に委ねられなければならない」，また「日

本人が何をすべきかについて細かく指図することは避けなくてはならない」と

して，常に日本に対する不介入主義を貫いた。一方ホートンは，日本にある特

定の政府形態を強制することは避けなくてはならないとしながらも，日本の政

治的変化を促進するために何らかの「道徳的影響」「道徳的説諭」を用いるべ

きだと主張した。ちなみに，ユ909年からユ930年までの20年間日本の米国領

事館に勤務した親日派外交官ジョゼフ・バランタイン（Joseph　W．Ballantine）

も，ホートンと同意見であった。ホートンはさらに，「軍関係者に与えられて

きた特権を廃止しない限り，我々は日本人をアメリカ人と同格に扱うわけには

行かない」ことを日本人にはっきり告げるべきだとし，政治的変革をもたらす

ために「西洋思想の導入」が望ましいとしたま）要するにホートンは，ブレイク

スリーと同じ親日派でありながら，日本人の物の見方・考え方に積極的に影響

を及ぼすことを主張・した点でより介入的であり，「再教育・再方向付け」に近

い立場であったことがわかる。このように親日派と呼ばれる人々も，思想誘導
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の必要性については決して一枚岩ではなかった。

　T－357a最終版が完成した後も，文書申の「周辺諸国への適切な敬意を伴

う，日本の国際社会への最終的な復帰」という文言をめぐって議論が続いた。

ユ943年12月17日に開催されたTSの最終会議において議長のアイゼア・ボウー

マン（Isai曲Bowman）は，そのような目標は「キプリングの一節を借り札ば

東洋を急かそうとする試み」のようなもので，「達成し難い」という考えを表

明した。そして日本が国際社会に復帰するには「政府の改革」「権利の章典」「メ

デイアの自由」「侵略的政治の廃止」の4点が達成さ札なくてはならないが，

どれも短期問には達成できないだろうと悲観的見解を述べた。これを受けてホ

ートンは，対日占領軍が日本人に対して「十分な印象を残すこと」，少なくと

も「正しい方向へ発展のコース決めをすること」は出来るのではないかと提案

したと〕ここでもまたホートンの思想誘導に対する積極姿勢は明らかである。一

方ボウマンが思想誘導に消極的であった理由は，ブレイクスリーのように親米

派日本人を信頼していたからではなく，逆に日本を異質で変革困難な東洋社会

と見なしていた為であったことが読み取れる。「東洋を魚かす」（hust1ethe

East）という一節は，19世紀英国の詩人・小説家キプリングの小説肋e

M伽王α似α∫A∫foリψWesサ伽∂肋sf（1892）からの引用であり，米国コロラド

州の田舎からインドにやってき．た青年実業家が，西洋世界とは全く異なる常

識・習慣に翻弄されるという文脈で用いら札た表現であるぎ〕ボウマンは，この

小説の登場人物がインド人を急かしても無駄であったように，占領軍のアメリ

カ人が日本を変革しようとする試みは徒労に終わると言いたかったようだ。ボ

ウマン発言にはアジアを，そしてアジアの一部である日本を，根本的に西洋近

代的価値観とは相容れない社会とみなす，オリエンタリズムのまなざしがある。

　第一期に表出した議論を，「再教育・再方向付け」に対する考え方を軸にま

とめると，占領政策の原案を作った親日派の間にも様々な立場があり，ブレイ

クスリーの不介入主義から，ホートンやバランタインの「道徳的影響」による

誘導論，そしてボウマンのような日本異質論が見られた。長老的存在であつた

フレイクスリ］の発言力が何と言っても強かったことは，最終的に採択された
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T－357aの内容が不介入主義を反映している．ことからも明らかであるが，それ

にしても「再教育・再方向付け」という語が政府内に普及した戦争末期より2

年も早く，既にメディアを用いた思想誘導の是非が論じられていたことは注目

に値するぎ〕

2．第二期：1944年1月～1944年12月

　この時期は，国務省内に戦後計画を包括的に扱う戦後計画委員会（pWC）

が設けられ，本格的な対日占領政策案が起草されるとともに，第一期に親日派

が作成した原案が様々な挑戦を受けて妥協を余儀なくされる過程にあたる。

　ユ944年ユ月15日，国務省は戦後計画の最高決定機関としてPWCを設立

し，これ以後国務省上層部の積極的参加を伴う，より集中的な占領政策の検討

が行われるようになる。ブレイクスリーとホートンは，PWCの下に9つの国

と4つの地域に関して省内の部局横断的に設置された「国と地域に関する委員

会」（CAC）の一つである，「部局間極東地域委員会」（IDAC冊）に所属する

ことになった甘〕IDAC冊は15～20人と，TSよりも人数が多く，したがって意

見のばらつきも大きかった。この中においても議長のブレイクスリーは日本に

関して不介入主義の極に位置していた。ホートンは先に見たようにブレイクス

リーと必ずしも同一意見ではなかったが，日本を国際社会に復帰させるという

点においてはブレイクスリーと歩調をそろえて，より懲罰的な意見に対抗した。

　IDAC冊で作成された政策文書はCACで検討され，ここで承認されれば

PWCに送られるという仕組みになっ≡ていた。CACで承認された政策文一書，

CAC－！ユ6「米国の対日戦後目的」は，フレイクスリ」の親日的態度を再び反

映して，占領の究極的目標を次のように謳っていた。

米国の究極的目標は，友好的な日本を，完全で平等な国際社会のメンバー

として復帰．させることであり，このことによって太平洋地域の平和と安全

を促進することである当呂〕
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　ところが，この文書がPWCに送られると，そこでは日本に対して寛大過ぎ

るという批判が相次いだ。国務長官ヨーデル・ハル（Corde11Hu11）の命令に

より，米国の究極的目標を謳った上記の部分は全面的に削除された。懲罰的な

意見と寛大な意見との妥協策として，PWCは三段階の占領方式を提案した

（PWC－108b「日本に関する米国の戦後目的」）。すなわち「厳しい統制」を行

う第一期，「注意深い観察」の下に徐々に統制を緩める第二期，そして日本が

「平和な国際社会で適切な責任を果たす」第三期であるぎ）フレイクスリ’一らの

主張した親日的な占領政策は，妥協を強いら札ながらも第三期の中に生き残っ

たのである。

　このPWC－108bは，「再教育・再方向付け」に関して初め・て明示的な言及が

なされた対日政策文書として重要である。上述の三段階占領方式の第二期，「注

意深い観察」の下に統制を緩める時期において，PWC一ユ08bは占領軍が「新

聞，ラジオ，映画，学校を通して民主的考えを奨励する」ことを求めていたぎ〕

実は，ここに至るまでに文書は二度の修正を経ていた。初稿ではこの部分は

「新聞・ラジオを通じた，民主主義諸国との知的コミュニケーションの自由を

確立すること」となっていた。したがってこの段階では，メディアは「民主的

考え」を積極的に流布する手段ではなく，他国との情報流通手段となることが

想定されていた寄〕

　ところが第二稿では「新聞・ラジオ・映画・学校を通して自由主義的な考え

を宣伝すること」となり，メディアが積極的な思想宣伝の役割を担うことが明

示されたぎ〕ここでは「考え」はもはや「自由」に交換するものではなく，占領

軍により」方的に「宣伝」（propagati㎝）されるものに変わっている。さらに

そのような目的の為に利用されるメディアとして，「新聞・ラジオ」のほかに

「映画・学校」が付け加えられた点も注目に値する・学校教育がメディア政策

と緊密に結びついたものとして捉えられるとともに，映画による情報宣伝政策

も示唆されているのである。最終稿では，前述のように「宣伝する」

（propagation）が「奨励する」（encouragement）に，「自由主義的な」（hbera1）

が「民主的な」（demOCratiC）に置き換えられている。「自由主義の宣伝」が「民
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主主義の奨励」に変わった分，あからさまなプロパガンダ色が少々薄められた

ようにも感じられるが，「新聞・ラジオ・映画・学校」がメディア・コントロ

ールの舞台であることには変わりない。

　PWC文書のこのような改訂作業がどのような議論に基づいて行われたの

か，PWCの議事録からある程度読み取ることができる。ちょうど初稿（1944

年3月ユ4日）から第二編（ユ944年4月17日）への改訂が行われた時期，！944

年4月14日のPWC会議において，「何人かのメンバー」が「新聞・ラジオを

通じた，民主主義諸国との知的コミュニケーションの自由を確立すること」と

いう一節が「遠い将来にのみ達成できるような，実際的でない目標である」と

指摘した。別のメンバーもこの原案は「非常に残忍な敵に対して寛大過ぎる態

度を反映しているので修正すべき」だという考えを示した。ここでハル国務長

官が，「イタリアとドイツに対して我々が立案した政策に対応するやり方で，

日本の軍国主義グループを根こそぎにすることを強調すべきである」が，「日

本の軍国精神は国民の伝統の中に根付いているという点において」ドイツやイ

タリアとは異なる扱いをしなくてはならないと述べた。また別のメンバーは，

「日本の諸制度を徐々に再方向付けし，穏健派に主導権を握らせるという視点

から」考えて，占領を早期に終結させることは得策ではないと主張した。この

意見に対してバランタインが，「18ヶ月という想定占領期間は最低限の場合と

して提案されたものだ」と説明したぎ）

　以上あ議事録から，初稿から第二編への修正の意図・背景を推察するなら

ば，1944年4月ごろ，日本を懲罰的に扱うべきだと考える国務省上層部（特

に親中国派）から，ブレイクスリーに代表されるような不介入主義への批判が

噴出した。そのような議論の申から，メディアを活用した長期的で介入的な「再

教育・再方向付け」政策の必要性が論じられるようになったと考えられる。特

にハル国務長官の意見は，対ドイツ・イタリア占領政策の日本への応用を示唆

しながらも，日本の「特異さ」を強調し，ドイツ・イタリアよりもさらに介入

的な思想誘導でなければ「国民の伝統」の中に染み込んだ軍国主義を撲滅でき

ないことを示唆している。このように，「再教育・再方向付け」政策の起源の
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ひとつは，国務省上層部における懲罰的態度と，日本を「異質」な国と見るオ

リエンタリズム的視線であったことが推察さ札る。

　さらに，上に見たPWC－108bの「新聞，ラジオ，映画，学校を通して民主

的考えを奨励する」という簡潔な一文は，PWC－152（CAC－185）「軍国主義の

廃絶と民主的手続きの強化」と題された一連の政策文書によって発展的に継承

されて行ったぎ〕この文書を起草したのはホートンであり，初版PWC－152は

1944年5月ユ日に起草され，最終版のPWC－152bをPWCが承認したのは5

月9日だった。PWC一ユ52bは「悪法の廃止」「超国家主義の影響の排除」「民

主主義の発達に有用な国内経済状態の創生」「自由主義的勢力の奨励」の4分

野を占領軍の任務として挙げている。

　この文書の重要性は，PWC－108bに見られたような介入主義的な思想誘導

の考えと，親米日本人に任せるという親日派の考えの両方が，一つの政策文書

の中に融合していることである。特に親日派の立場を代弁している部分は，「自

由主義的勢力の奨励」について詳解した，次の部分である。

1931年以来厳しく弾圧・粛清されてきたものの，奨励すれば自由主義的

運動の核となるような穏健な政治勢力がかなり多数存在している。このよ

うな政治勢力の構成要員は，例えば1920年代に政治の舞台で活躍し，天

皇のアドバイザーの中にも含まれた，いわゆる「英米派」と呼ばれる人々，

「大東亜共栄圏」よりも世界貿易に繁栄の基盤を求めるビジネス・リーダ

ーたち，賀川のようなキリスト教指導者，限られた数の，しかし勇気ある

教育者・社会政治改革者等である書5〕

　ここには，親日派がどのような日本人に改革の担い手として期待を寄せてい

たがが明確に表れている。それは，ブレイクスリーやホートンが！920年代に

親交を結んだ親米派の政治家・知識人・実業家，そしてキリスト教徒たちであ

る。「再教育・再方向付け」は基本的にこれらの日本人に任せ，占領軍は直接

手を下さないというのが，親日派の方針だった。
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　しかしPWC－152bには同時に，より介入主義的な部分も含まれている。そ

れは例えば，「民主的手続き」を強化するための具体策として挙げられた次の

7項目である。

ユ）連合国の目的に反しない限りにおいての新聞・ラジオ・映画の自由。

2）安全を脅かさない限りにおいてのディスカッションの自由。

3）自由主義的な教育に対する制限の排除。

4）新聞・ラジオ・映画を通した，民主主義社会における個人の自由につ

　　いての説明。

5）政党，労働組合，信用組合，消費組合，その他の民衆組織の奨励。

6）議会や県議会の広範囲な利用。

7）国民が偏見なしに将来の政府形態について意思表明できるようになる

　為，選挙に関する訓練と監視を行うことぎ〕

　こ札らの具体策の中で，ユ）～3）はそれ以前の日本に存在した「制限」を

排除して「自由」をもたらすという意味合いが強いが，4）～7）は，「説明」

（explanation）・「奨励」（encouragement）・「利用」（use）・「訓練」（preparation）・

「監視」（supervision）という語からも明らかなように，占領軍がより積極的

に手を下して変化をもたらそうとする，介入度の高い政策提言であった。しか

し1）と2）でさえ，「連合軍の目的に反しない限り」「安全を脅かさない限

り」という条件付きであるから，全体としてこの7項目の具体策は様々なメ

ディア（組織・学校を含む）を通して日本人が受け取る情報の種類を，占領軍

が積極的にコントロールして行こうとする姿勢が現れていると言っても良いだ

ろう。このように見るとPWC－152bは，親日的な政策立案者と介入主義的な

政策立案者の両方の立場を反映した政策文書であり，両方の立場が「再教育・

再方向付け」に向かって融合したことを示している。

　ユ944年6月には，さらにメデイアに特化された一連の政策文書であるPWC－

288（CAC－237）「日本．：占領：公的な情報と表現のメディア」が起草された。
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この文書は上述のPWC－152bに大きく依拠しながらも，「再教育・再方向付

け」におけるメデイアの役割をより明確に定義していた。

軍政部［占領軍を指す。（筆者注）］は，連合国の目的に反するような思想

の流布のために新聞・ラジオ・映画・演劇が用いられるのを阻止し，これ

ら公の表現のためのメディアを連合国の理想や目的に関する重要な情報や

知識を伝えるために利用すべきである芝7〕

　実はこの一節は初稿には含まれていなかったのだが，ベテラン外交官で有

力な中国派のアジア専門家であるマクスウェル・ハミルトン（Maxwe11M．

H㎜i1ton）がブレイクスリー宛に送ったメモが原因で，最終的にPWC－288に

挿入される運びとなった。当時国務長官特別補佐官だったハミルトンは，「我々

が日本のナショナリズム的プロパガンダや，軍国主義礼賛等を禁止するであろ

うということを，目頭から述べておかなくてはならない」し，また「公的な情

報と表現のメディア（media　ofpub1ic　information　and　expressi㎝）が，連合国（the

UnitedNations）が奉じる考えや問題関心を伝達する為に利用されるというこ

とについても，はっきりと述べておくべきである」と主張した。IDACFEはハ

ミルトンの提言を検討した結果，上記の一節をPWC－288bに挿入することを

決めた。ここに来て日本のメディアは，明確に占領軍による情報普及マシーン

として位置づけられたのである。さらに，普及さ軋る情報の内容は，それまで

の文書に書かれていたように曖昧な「自由」や「民主思想」ではなく，「連合

国の考えと目的」と言い換えられたことも重要である。すなわち勝者の考えを

メデイアを通して普及させることが，ここに来て公然の方針になったのであ

るぎ〕

　PWCの会議では，ハーリー（恐らくは国務省経済局長のBemard　Francis

Haleyを指すと考えられる）が「出版の自由を維持しながら同時に危険思想を

抑圧するなどということが，どうして可能なのか」と疑問を投げかけた。この

疑問はまったく正当なものであった。谷川の先行研究でも指摘されているよう
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に，一方でメディアの自由化と表現の自由を奨励しながら，他方で占領軍が

「危険」と見なす情報を排除し，親米・親占領軍の情報を積極的に流布すると

いう方法は，占領政策全体に内在した根本的な矛盾であったぎ〕

　PWC－288bはまた，占領軍による具体的なメデイアの扱い方に言及した最

初の政策文書でもあった。新聞については，反対勢力の暴力的妨害から占領軍

が守ってやることによって「新聞社や記者が自由主義的な意見を表明すること

を奨励する」ことが定められた。ラジオは，最終的には民営化することを示唆

しつつも「軍政府は既存の日本政府機関を通して，すべての放送施設を統制す

る」ことを勧めた。映画・演劇に関しては，「日本国民にリラクゼーションを

与えるために」禁止すべきではないと述べられ，さらに「注意深く選ばれた映

画を，最初は娯楽目的で，後にはより重い（SeriOuS）目的で，日本に導入する

べきである」とした。これは，後に占領軍によって実行されることになる短編

映画（CIE映画）による情報教育政策を最初に明示したものとして注目に値す

るぎ〕

　以上，第二期の動きを要約すれば，ハル国務長官やハミルトン国務長官特別

顧問のような国務省上層部の有力者が，次第にメデイアを用いた再教育に関心

を高めて行った。ブレイクスリーのような親日派は相変わらず日本の親米勢力

に任せれば良いという考え方だったが，親日派の中にも，ホートンのようにア

メリカ合衆国がなんらかの道徳的手本を示して日本人を誘導すべきだと考える

者も居て，一枚岩ではなかった。ただし国務省内部でも，メディア・コントロ

ールに関する懐疑論が根強く存在した。上述の占領政策の矛盾に関するハーリ

ーの指摘の他にも，外交官で国務長官特別顧問を務めたジョゼフ・グリーン

（Joseph　Coy　Green）が，「我々は，教育や情報メディアのコントロールを通し

て日本人やドイツ人の思想を大きく変革・発展させることが出来るという考え

を慎まなくてはならない」と発言しているぎ〕様々な矛盾や疑問を抱えながら

も，メデイアを利用した「再教育・再方向付け」は次第に既成方針となり，新

聞・ラジオ・映画・演劇等の各メディアをどう利用するかという点について

も，具体策が盛り込まれるようになって行った。
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3．第三期11944年12月～1946年1月

　ドイツ降伏によって，アメリカ政府は最終的な戦後計画を国務省の枠を超え

て関係各省間の調整を図りながら練り上げる段階に来た。特に政治部門と軍事

部門とのすり合わせは重要であった。国務陸軍海軍調整委員会（SWNCC）は，

このような目的のために設立された戦後計画の最高決定機関であった。

SWNCCが発足してから，「再教育・再方向付け」に関する文書SWNCC一ユ62

が最終的に確定した形でマッカーサーに送付される！946年1月までの時期を

第三期とする。この時期には，「再教育・再方向付け」の語が政府内外で使わ

れるようになり，介入主義の影響がさらに強まったが，親日派の考えも消滅す

ることなく「再教育・再方向付け政策」の中に融合して行った。

　SWNCCはユ944年12月に設立され，国務省・陸軍省・海軍省をそれぞれ

ジェイムズ・ダン（JamesC．Dunn），ジョン・マックロイ（JohnJ，McC1oy），

アーテマス・ゲイツ（ArtemusL．Gates）が代表した。各議案については，小

委員会が構成された。SWNCCの発足当初はもっぱらヨーロッパの戦後処理に

追われていたが，ユ945年2月になると極東小委員会（SFE）が対日政策検討の

ために設立された。ブレイクスリーとホートンはSFEの起草実務組織である

「ワーキング・グループ」でSWNCC文書の起草に当たった。前節で見たよ

うなPWCやCACの文書が，その下敷きとなった。ワーキング・グループが

起草した文書をSFE本会議で検討し，SWNCC事務局に送付するという手順が

取られた。またSWNCCは最終的な結論に至るまでに必ず統合参謀本部の意

見を求めることになっていたぎ〕

　ちょうどSWNCCが発足したのと同じ頃，対日強硬派のハル国務長官が引

退し，より穏健なスデティニアス長官（Edward　R．Stetinius，Jr．）がその跡を継

いだ。さらに親日派の外交官ジョゼフ・グルー（JosephGrew）が国務次官に

就任したことが，親日派グループの影響を大幅に増大させた。スデティニアス

は元々外交の専門家ではなかったことから，グルーが事実上の国務長官のよう

な役割を果たしたからである。グルーは国務省の重要なポストに親日的な人材
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を配置した。例えば極東局長にバランタイン，SFE議長にユージン・ドゥーマ

ン（Eugine　Dooman），SFEの「ワーキング・グループ」にブレイクスリーと

ホートン，という具合である。この結果，国務省内には上層部から下部組織に

至るまで，親日的な政策立案者たちの通信経路が出来上がったぎ〕

　むろん，国務省内には日本に対してより厳しく介入的な態度を取る政策立案

者も多数居たが，なかでも広報担当国務次官補のアーチボルド・マクリーシュ

（Archiba1d　MacLeish）は，ドイツと日本に対する再教育の必要性を主張し，

親日派を寛大過ぎると批判した。マクリーシュは1930年代のカルテュラル・

フロント運動（文学や芸術を通して社会改革を目指す左翼文化運動）に参加し

た詩人だった。彼はフランクリン・ローズベルト大統領の友人でもあり，ニュ

ーディール政策の支持者であった。1942年に戦時プロパガンダを担当する戦

時情報局（0WI）が設立された時，多くのニューディール文化人たちがそこに

職を得て積極的な戦争協力を行ったが，マクリーシュもその一人だった。OWI

は国内的には戦争を自由世界と奴隷世界との死闘として描くことによって国民

の戦意高揚を図り，対外的にはアメリカが自由と民主主義の国であることを宣

伝して支持を取り付けようとした。マクリーシュは，OWIで蓄積された情報

戦の知識と経験を戦後にも応用すべきだと考えた。「我々アメリカ人には，敵

を占領し，監視し，食料を与え，罰するだけではなく，彼らを改心させ，説得

するという責務を負っているのだ」と述べて，マクリーシュは「再教育・再方

向付け」の重要1性を説いたのだったぎ〕

　民主主義的社会を目指すニューディール・リベラルの高遭な理想は，国内的

には反人種差別運動やマイノリティ保護など，多様性を認める社会を志向した

が，対外的には民主主義を「輸出する」という介入主義に転じ易い傾向を持っ

ていた。ニューディール文化人のOWIでの活躍は，このことを如実に示して

いる。だからこそマクリーシュのような国内政治の文脈におけるリベラル派が

対外強硬策を主張し，グルーのような保守的な外交官がより穏健な外交政策を

支持するという図式が成立したのである。このことは，介入主義の度合いが単

に「中国派」「日本派」といった色分けのみによって決まるのではなく，より
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深い政治的志向に発するものであったことを示唆しているのではないだろう

か。マクリーシュの存在はまた，「再教育・再方向付け政策」が占領政策立案

過程で忽然と現れたものではなく，oWIにおける情報宣伝政策の系譜を引い

ていたことも示すが，この点については後にもう一度触れる。

　ともあれ親日派の政策立案者たちは，SWNCCにおいても日本を国際社会に

復帰させるという方針を守り通した。PWC－108bに定められた三段階の占領

政策が，SWNCC一ユ50「合衆国の初期の対日方針」と題する，占領政策の根幹

となる政策文書の原型となったのである。ユ945年9月6日にトルーマン大統

領が承認した最終版，SWNCC－150／4では，占領目的は次のように説明され

た。

（a〕日本が再び合衆国や世界の平和と安全に対する脅威にならないことを

　　保障すること。

（b〕最終的には，他国の権利を尊重し，国連憲章の理想と原則に謳われて

　　いる合衆国の目標を支持するような，平和で責任ある政府を樹立す

　　る。合衆国はこの政府が民主的な白治の原則に出来るだけ合致するこ

　　とを望むが，日本国民が自由に表明する意思によって支持されないよ

　　うなどのような形態の政府をも，連合国は日本に強制する責任は無

　　い書5〕

　このようにSWNCC一ユ50／4は親日派の不介入主義の原則を反映したもので

あったが，同時にマクリーシュのような介入主義を反映した部分も含まれてい

た。すなわち上記の占領目的を達成するための具体策として，占領軍は日本人

の「個人の自由と民主的プロセスに対する欲求」を奨励するべきであるとされ，

「日本人は，合衆国やその他の民主主義国の歴史・制度・立化・業績に親しむ

機会を与えられ，またそれを奨励される」ことが盛り込まれていたのである。

以上のことから，SWNCCが到達した最終的な占領政策案には，親日派の不介

入主義と，介入派の「再教育・再方向付け論」との両方の要素が含まれていた
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ことがわかる。

　しかしながら，終戦と同時に国務省内での親日派の相対的影響力は低下し始

めていた。国務長官はスデティニアスからバーンズ（James　F．Bymes）に交代

し，ステテイニアスの下で実質的な権力を握っていた親日派のグルーは失意の

うちに8月16日に引退する。またS冊議長の座も親日派のドゥーマンから対

日強硬派で知られるヴィンセント（John　C．Vincent）に交代した。このような

中で不介入主義は後退し，「再教育・再方向付け」論が優勢となって行ったの

である。このことは，占領政策の基本方針を示したSWNCC－150／4が完成し

た後に次々と起草されて行った，より．具体的な政策文書にも反映された。

　例えばSPE－118（後にSWNCCの承認を経てSWNCC－91となる）「日本に

おける公の情報と表現のメディアのコントロール」と・題する文書では，再教育

への言及がより明示的になった。この文書は22ぺ一ジにわたって，日本のマ

スメディア史，占領軍によるメデイア・コントロールの「短期的」および「長

期的」目標，そして新聞・ラジオ・出版物・映画・演劇の各メデイアを具体的

にどうコンートロールするかという方策を述べている。例えば映画については次

のようなものである。

軍政府は，承認を受けた外国製・日本製の娯楽映画，また軍政府の目的に

役立つドキュメンタリー映画，さらに国内外のニュースを伝えるニューズ

リールを供給・配布・上映する用意を，当初から整えておくべきであるぎ〕

　そしてSFE－118は最後に，「占領軍の情報部門によって普及される材料［記

事・放送番組・映画などの具体的内容をさす（筆者注）。］」を作成する際に積

極的に取り上げるべき，6項目の「情報テーマ」を列挙して文書を締めくくっ

ている。それらは以下の通りであった。

！．軍政府への服従（comp1iance）

2．軍国主義と過激なナショナリズムが日本を破滅に導いたこと
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3．再方向付けに必要な日本側の基礎

4．国連

5．アメリカ合衆国

6．世界的組織37〕

　SPE－118はSWNCCの承認を経てSWNCC－9ユとなった後，ユ946年1月27

日には「占領軍宛のその他の関係各指令によって，既に情報・表現メデイアの

分野は十分にカバーされているため」という理由でSWNCCの議題から削除

された。しかし，だからといってこの文書が実際の占領政策に影響力を持たな

かったわけではない。何故なら，SFE一ユ！8の段階で既に文書は最高司令官マッ

カーサーのもとに送付され，占領政策履行に利用されていたからであるぎ〕

　さらに重要なのがSWNCC－162「日本人の再方向付け」シリーズであった。

「再教育・再方向付け」という言葉が正式にアメリカー政府の用語として確立し

たのは，このSWNCC一ユ62の起草過程においてだったぎ〕この政策文書の初稿

であるSWNCC－162／D「日本人の再方向付けのための積極的政策」は終戦1ヶ

月前の1945年7月19日，SWNCC海軍省代表委員アーテマス・ゲイツによっ

て提案された。文書番号末尾のDは，この文書が下部委員会へのdirective（指

令）であることを示す。この場合にはSWNCCがSFEに対し，この文書をも

とに「再方向付け」について検討するよう指示したことになる背〕

　SWNCC一ユ62／Dはまず，「再教育・再方向付け政策」を「日本人のイデオロ

ギーや精神的態度に変化をもたらす」ことによって，「平和で民主的な日本の

発達を促す」ことと定義し，そのような政策の必要性をSPEで検討するよう

指示した。次に「問題となる事実」としてゲイッは二つのことを挙げている。

その一つは，これまで政治・教育・労働・メデイア等の各分野に関する

SWNCC文書が起草されてきたが，「再教育・再方向付けの問題を包括的に，

しかも上記の各側面にわたってカヴァーする政策文書は存在しない」こと。そ

してもう一つが，「再教育・再方向付けについての積極的・包括的なプログラ

ムを作成しなかったことが，イタリア占領における現在の混乱の元凶であり，
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またドイツ占領政策が厳しく批判されている理由である」という分析だった。

そして結論として，「あらゆるメディアと伝達経路を利用して，他のすべての

占領軍の活動に組み込まれるような形で」再教育・再方向付けのプログラムを

実施することを勧めていた。

　ここには「再教育・再方向付け政策」の特徴が端的に表れている。即ち，そ

れはメディアを用いた思想誘導を趣旨とし，政治・教育・労働・メディア等の

各分野における個別の政策をすべて横断的に覆い，それらの個別的政策の具体

的実施の中に組み込まれるものであった。また，SWNCC一ユ62／Dに含まれる「討

議」（Discussi㎝）とタイトルの付けられた部分では，「再教育・再方向付け政

策」を必要とする背景としての日本像が示されている。例えば，ほとんどの日

本人が「封建的概念，世界の支配者をめざす宗教的使命感，極端な人種意識，

外国コンプレックス…同時に外国の業績・学問に対する絶大なあこがれ」など

の「精神構造を共有している」ので，「個々の日本人のイデオロギーや思考様

式に変化をもたらす」ことが必要だとする。し卸し，「民主主義とフェアプレ

イの基本原則に順応した，新しい精神態度」を養うためには，日本文化を「作

り直す」（re－CaSt）よりも，むしろ既にあるものを有効利用することが有効で

ある。例えば「日本人の文化的コンプレックス」や「家庭や家族生活に関する

古い倫理基準」は，再教育政策に大いに利用できる。’以上のようにSWNCC一ユ62／

Dにおいても，TSにおけるボウマン発言やPWCにおけるハル発言などに見

られたのと同じく，日本を本質的に西洋とは異質な社会と捉えるオリエンタリ

ズムが含まれていた。「再教育・再方向付け」の動機の少なくとも一部は，こ

のようなオリエンタリズムに基づく介入主義であったと言えるだろう冒〕

　SWNCCからの依頼を受けてSFEは早速．SWNCC－162／Dの検討を始めた。

（文書にはSFE－116という番号が付けられた。）8月4戸のS冊第3ユ回会議

では，陸軍省代表委員のロバーツ准将が，この文書の重要性を鑑みて優先的に

取り扱うべきだと提案し，海軍省代表委員のサビン大佐は，海軍省において

SWNCC－！62／Dの具体的実施方法を定める文書を作成中であると告げた。ブレ

イクスリーは，国務省においてもSWNCC一ユ62／Dに関するレポートが数日中
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に完成する見込みであると述べた。SFEは，今後SWNCC－162／Dを討議する

場合には外部からも専門家を招くことを承認したぎ〕

　ところが，SFEがSWNCC－162／Dの内容を検討している最中に終戦を迎え

たことにより，事情は少し変わってくる。8月21日の第35回SFE会議でフレ

イクスリ］は，占領政策の基本路線を定めたSWNCC一ユ50や，教育に関する

占領政策が確定してからSWNCC一ユ62／Dに関する結論を出すべきだという国

務省IDAC冊の見解を伝えた。「再教育・再方向付け政策」が教育・行政等の

諸分野と不可分の関係であったことを改めて想起させられるぎ〕これを受けて，

SFEは改めて占領政策の基本路戦（SWNCC－150／3）に沿った「日本人の再方

向付け」に関するレポートを作成することにした。8月29日のS冊会議では，

議長のドゥーマンがレポート起草のために「卓越した教育者や宣教師など」の

外部者も招聰すべきだと述べたぎ〕さらに8月31日のSWNCC第22回会議で

も，ドゥーマンは，レポート作成を「日本について中途半端な知識しか持たな

い者に任せる」のではなく，「政府内外から最も適格な専門白勺意見を集める」

必要があるとして，外部専門家を招耳専するための追加予算を求めたさ5〕この結果

9月7日，「日本人の再方向付けのための特別委員会」が組織された。委員長

はホートンが務め，国務省を代表してもう一人，文化協力課（CU）のゴード

ン・ボウルズ（Gordon　Bow1es）が参加した。陸軍省からはバトルズ中佐（Lt．

Co1．Buttles）とビーズリ」少佐（M勾。r　Beards1ey），海軍省からはバケット少佐

（Lt．Comdr．Hackett）とシェパード大尉（Lt．Shepa■d）がそれぞれ参加して，

コア・メンバーは合計6名となっ。たが，それ以外に外部専門家を適宜招耳専する

ことが決められたさ6〕

　国務省文化協力課のボウルズは「日本人の再方向付けのための特別委員会」

のメンバ」に抜擢される前，ドイツの再教育政策立案に携わっていた。ドイツ

降伏の直後，マクリーシュ国務次官補は「ドイツ人の再方向付けのための特別

委員会」を立ち上げ，ボウルズはドイツ再教育政策の経験を後に日本に応用す

べく，この特別委員会に送り込まれたのだった。彼は文化人類学者で，その卓

越した日本語と日本に関する知識を買われて国務省入りした。ユ904年，日本
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で宣教活動を行っていたクエーカー教宣教師の家庭に生まれ，高等学校までの

教育を日本で受け，ユ925年～27年には再来日して東京の第」高等学校で英語

教師を務めた知日派のボウルズではあったが，ブレイクスリーのような不介入

主義とは対照的に「再教育・再方向付け政策」立案の中枢となった背〕

　さらにユ0月には国務省からもう一人，国際情報文化部（0IC）のジョージ・

E・テイラー（George　E．Taylor）が特別委員会に参加することになった。テイ

ラーは戦時中OWIでマクリー・シュの同僚であり，対極東プロパガンダを担当

していた。終戦でOW1は廃止されたが，その任務（および同じく終戦と同時

に廃止されたOffice　ofInteエーAmerican　Affairsの任務）を引き継ぐため，！945

年8月31日に国務省内に設置されたのが0ICであった讐〕1945年10月11日，

ボートンーが国務省・国際情報サービス局長のフェルディナンド・クーン

（Perdinand　Kuhn，Jr．）宛に，OICの代表を特別委員会に派遣するよう要請し，

この結果選ばれたのがテイラーであったぎ〕OICは後に改組されて合衆国情報庁

（USIA）へと発展し，冷戦期アメリカ合衆国の文化外交を担うことになる。「再

教育・再方向付け政策」が単なる占領期の一時的な施策にとどまらず，戦前の

OWIのプロパガンダ政策に緒を発し，戦後冷戦期の文化外交へと発展して行

くアメリカ合衆国のグローバルな情報戦略の流れの中に位置づけられるもので

あったことを暗示する，重要な事例である。

　省外専門家の意見を求めるという方針に従って，「日本人の再方向付けのた

めの特別委員会」は1945年の秋，多くの「日本の教育・宗教・心理に関する

権威」のアドバイスを仰ぎ，！2月26日に報告書SFB－116／4「日本人の再方向

付け」を完成させた。アドバイスを受けた専門家のリストには，日本研究者の

A・ライシャワ」（AugustK．Reischauer），日本YMCAの書記長を務めたラッ

セル・ダーギン（Russe11Durgin），フルブライト上院議員（Wi11iam　J．Fu1bright）

をはじめとする十数名が名を連ねている雰）ダーギンは，占領軍スタッフとして

来日することが既に内定しており，特別委員会の審議内容が直接占領行政に生

かされることを意図しての招聰であった誓〕また，上下院議員が多数含まれてい

たが，これは議会に対する影響力を獲得するためであったぎ〕
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　この特別委員会報告書は，最終的な対日「再教育・再方向付け政策」の原型

となり，実際に占領下における「情報教育政策」のあり方を規定したという点

において，非常に重要である。報告書は結論として「日本が国際的な安全に対

する脅威ではなくなり，国際社会の有益な一員となることをもたらすような，

日本人の再教育一・再方向付けに関する長期的プログラムを実行することが…望

ましい」としている。そして，そのような「再教育・再方向付け」政策は「可

能な限りあらゆるメディアと伝達経路を動員し」，「緊急性のある課題として，

資金・物資・施設の面であらゆる優先権を与えら札るべきである」こと，そし

てこれは長期的なプログラムであることに鑑みて「国務省の管轄責任とするの

が適切である」と定められた雪〕

　報告書はさらに4ぺ一ジにわたって，以下に挙げるようなユ2項目の「議論」

（Discussion）を展開している（筆者による要約）。ユ2項目の内容はSWNCC－

162／2の根幹部分となり，1946年ユ月8日付でマッカーサーに送付され，その

後の占領軍・民間情報教育局（cIE）の活動の指針となる。ユ2項目のうち

ユ，2，3，7，はゲイッが提案したSWNCC－162／Dを引き継ぐ内容であ

り，そこでは日本社会の異質性と根底的変革の必要性が強調されている。逆に

4，9は親日派の考えを反映して，親米的日本人に対する信頼や日本の経済復

興が唱えられている。ここでも，終戦後優勢となった「再教育・再方向付け論」

と親日派の考えとが必ずしも矛盾するものではなく，ひとつの政策の下に融合

できるものであったことが明らかである。親日派は日本人の中でも西洋文化に

親しんだ知識階層が日本の近代化と親米化を牽引して行くことを期待した。こ

のため4番目の項目にあるように占領軍に協力的な日本人を「探し出し」，彼

らを支援するという方針は，「再教育・再方向付け」と矛盾するどころか，そ

の中に整合的に組み込まれることが可能だったのである。

ユ）ほとんどの日本人は，封建的概念，日本人が世界の支配者となるべき

　優越した資質を持っているという信念，極端な人種意識，外国コンブ

　　レックスなどの，精神態度を共有している。
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2）これらのイデオロギーや思考様式を変革しなくては占領の究極的目標

　　を達成することは。できない。

3）日本の文化的概念をすべて作り変えることは必要でなく，民主主義や

　　フェアプレイの原則に従うような新たな精神態度を創造するために，

　　それらを利用することが重要である。

4）占領軍は「占領の究極的目標を受容し援助し」たり，「合衆国の利益

　　を促進」したりするような日本人を探し出す（seekout）べきである。

　　占領軍はそういった日本人が「これらの目的を達成できるようなポジ

　　ションに置かれるように」配慮し，彼らに「アドバイスと指導と援助

　　を与え」なくてはならない。

5）再教育はフォーマルな教育と教育制度に限られるのではなく，国民全

　　般に対して実施されるべきである。「影響力をもつ日本人指導者，そ

　　して本・教科書・定期刊行物・映画・ラジオ・講演・ディスカッショ

　　ングループ・学校を含むメディア」等，「利用可能なあらゆるチャン

　　ネル」を通して「日本人の精神に届かせる」ことが必要である。

6）合衆国の政策は日本人が「国民一人一人が政治的責任感を発達させる

　　こと」を奨励しなくてはならない。

7）日本人は教育を尊重するとともに「権威に対して従順」な習性を持つ

　　ので，再方向付けのもっとも有効な方法は「日本以外の世界に関する

　　情報を与える」ことである。

8）他のソースからの情報を遮断するよりも，「合衆国の目的と理想」を

　　日本人に理解させるような情報を積極的に提供するべきである。

9）再方向付けが成功するためには「普通の日本人の経済状態が徐々に向

　　上すること」が必要である。

10）「合衆国が退いた後にも日本人自身によって再教育プログラムが継続

　　される為」に，日本人自身が再教育のプロセスに積極的に参加するこ

　　とを奨励すべきである。

11）他の占領政策と異なり「情報・教育・宗教は場合によっては何十年も
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　　かかるような長期的問題」である。しかし，これらの分野における「再

　　方向付けの基礎」は今築いておかなくてはならない。

12）連合軍最高司令官（SCAP）によって再方向付け政策は既に着手され

　　ているが，長期的な再方向付けの責任は究極的には国務省に存するぎ〕

　このSFE－1ユ6／4においてはじめて，再教育が優先順位の高い，長期的な，

そして国務省主導の政策であることが明記された。ただし，国務省がどのよう

な役割を果たすべきかについてはその後もSFEの一中で議論が続き，文化関係

担当国務次官のウイリアム・ベントン（Wi11iamBent㎝）は，国務省が「日本

人の再方向付け」にどう関与すべきかをSWNCCが明確に規定することを要

望した。結論としては，具体的な再教育プログラムは「連合軍最高司令部

（SCAP）によって実施され，また適宜SCAPとの協議によって合衆国国務省

によって実施される」という合意に至った。しかし，SPE－116シリーズの最終

版（SFE－116／6）においても上言己12）の文言に変更はなく，やはり「究極的に

は国務省」に責任があることが明記されていた。このことは，「再教育・再方

向付け政策」の実施主体が国務省なのか，そ札とも実際に占領行政に当たって

いた占領軍なのか，最終的に曖昧さが残さ札でいた事実を示すとともに，国務

省が「再教育・再方向付け」に関する権限をあくまでも保留し，占領末期に再

び主導権を握る伏線にもつながって行く書5〕

結　　　　　び

　以上，アメリカ合衆国政府による戦後計画を3つの時期に分けて「再教育・

再方向付け政策」の成立過程を実証的に論じてきた。「再教育・再方向付け政

策」は，メディアや教育を通して日本を親米的近代国家へ導こうとする思想誘

導策であった。その立案過程において，日本の西洋近代的要素を高く評価する

親日派と，日本を西洋とは異質の社会と見なし，あるいは日本に対して根本的

変革を求める再教育派とが，緊張関係を保ちつつ最終的にはSWNCC－162と
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いう政策の申に融合した。

　「再教育・再方向付け政策」は戦後計画が検討され始めた1943年，国務省・

領土間題小委員会の議論の中で既にその萌芽が見られたが，集中して審議され

るようになったのは終戦前後の時期であった。しかし，「再教育・再方向付け

政策」の立案に重要な役割を果たしたマクリーシュやテイラーが戦中のOWI

出身であっ．たことからもわかるように，「再教育・再方向付け政策」は戦時中

のプロパガンダ政策からの連続性をもつものだった。さらに，「再教育・再方

向付け政策」が最終的には国務省の任務と位置づけられ，占領終結後も続けら

れるべき長期的プロセスと考えられた点において，戦後冷戦期の文化外交・文

化戦略へと継承されて行く側面もあった。．したがって占領政策における「再教

育・再方向付け政策」は，アメリカ対外文化政策の戦前と戦後をつなぐ襖のよ

うなものであったと見ることもできる。

　あらゆるメディアや教育媒体を利用して他国民の「再教育・再方向付け」を

行うという政策が，政府内外の専門家や政治家を巻き込んで大々的に論じられ

たという事実は，その後のアメリカ合衆国の対外文化情報政策のあり方を規定

した。「我々は日本を作り変えた」というアメリカ政府関係者の思い込みは，

実際に他国を「作り変えた」かどうかよりも，作り変えることをトップレベル

の政策立案者たちが真剣に論じたという記憶が，今日に至るまでアメリカ政府

の神話となって沈殿してきたためではないだろうか。

注

ユ）David　E．Sanger　and　Eric　Schmitt，“T㎞eats　and　Responses：A　Plan　for　haq；U．S．Has　a　P1m

To　Occupy　Imq，0fficia1s　Report，”凧e　Mεw　rbr庇ηmεs，王ユOctober2002，1日te　edition＿final一

　以下，英語文献からの引用の日本語訳は，別途ごとわりの無い限り筆者による。

2）例えば，27名の日米の占領政策研究者が東京でプレス・カンファレンスを開催し，「こ

の無謀で利己主義的な歴史の曲解に抗議する」趣旨の声明を発表しれA　press　confer㎝㏄

㎜・…㎡pt・ig・・dbytw・・ty一・・・・…h舳・，・it・di・M・・kS・ld・・，“C・mpム㎡・gth・O…p・ti。・
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。fJapanwithTodaゾs　Iraq，”H－ASIA（intemet），27Janu町2003．歴史学者のジョン・ダフ

］はラジオ番組や新聞の署名記事欄において，イラクと日本の相違点を数多く挙げ，日本

占領がイラク政策のモデルになり得ないことを強調した。∫ohn　W．Dower，“Less㎝s　From

Japan　About　War’s　Aftermth，”凧εルw〃欣肺舳，270ctober2002，late已dition－Hnal；

Neal　Comn，Anchor，“US　Occupati㎝of　haq　Fo11owing　a　Possib1e　War，”τα服け伽M肋伽，

Natiom1Pub1ic　Radio，ユ40ctober，2002．　（M㎝uscript3vailabIe趾。ugh　Lexis　Nexis　Acade㎞c

UniVerSe．）

3〕Richard　Ha11oran，“Comparison　Underscore呂Stark　Contrasts，”肋εJoρ伽乃m∫，ユエJanu趾y

2004．

4）五百旗頭真『米国の対日占領政策」（上・下）（中央公論社，1985年）；教育史では例え

ば久保義三「占領と教育改革」中村政則編『近代日本の軌跡6・占領と戦後改革』（吉川

弘文館，1994年），久保義三『久保義三教育学著作集第3巻　対日占領政策と戦後教育改

革」（エムテイ出版，ユ995年），鈴木英」「戦後教育と占領政策一論点と研究案内」『季刊

教育法』48（ユ983年），鈴木英一『日本占領と教育改革」（勤草書房，1983年），阿部彰『戦

後地方教育市1竣成立過程の研究』（風間書房，1983年）；マスメディア史では山本武利『占

領期メディア分析」（法政大学出版局，ユ996年），有山輝雄『占領期メディア史研究』（柏

書房，1996年）等が挙げられる。

5）谷川建司『アメリカ映画と占領政策』（京都大学学術出版会，2002年）；原秀成『日本国

憲法制定め系譜I一戦争終結まで』（日本評論社，2004年）。

6）五百旗頭（上・下）。

7）ブレイクスリーはマサチューセッツ州クラーク大学の国際関係論と歴史学の教授で，パ

リ講和会議におけるアドバイザー，リットン調査団顧問などを経て1942年に対日占領政

策立案のために国務省入りした。ブレイクスリーの経歴と思想背景について詳しくは，拙

稿「1910年代アメリカ合衆国における『人種開発論』と日米友好一！920年代～冷戦初期

までの長期的影響一」『国際比較研究』3（2007年3月）を参照。

8）五百旗頭（上），182一ユ83．

9）ホートンはユ903年，敬度なクエーカー教徒の家庭に生まれ，ユ928～3ユ年には宣教師と

して妻とともに滞日した。その間彼は新渡戸稲造，高木八尺，前田多門ら日本の親米派・

キリスト教徒と親交を深め，ブレイクスリー同様，この層の日本人に対して厚い信頼を寄

せるようになる。ユ932年，帰国したホートンはコロンビア大学大学院に入り，オランダの

ライデン大学（2年聞）と東京帝国大学（ユ年間）に留学して，ライデン大学から日本史

の博士号を授与された。ユ937年からコロンビア大学で日本史を教えたが，著書『ユ93ユ年

以来の日本』（ユ940年出版）がワシントンの政策関係者らの注目を引き，ユ94王年秋にはブ
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　レイクスリーが指導的役割を果たしていたニューヨークの民間研究所「外交関係協議会」

　に招かれた。日米開戦直後，彼のもとには様々な方面から講演や執筆の依頼が殺到した。

　1942年6月から短期間，彼はヴァージニア州シャーロッツビルに設立された陸軍軍政学校

　（Schoo1of　Mili倣y　Govemment：SMG）で日本について講義した後，同年10月，日本専

　門家として国務省入りした。五百旗頭（上），ユ92－20ユ。

10）政策文書名の日本語訳は基本的には原に準拠し，原が翻訳していないものについては筆

　者が日本語訳した。

ユエ）T－357a，’≡General　Princip1es　Applicable　to　the　Post－war　Sett1ement　wi血Japan［Revision］，”29

　Septemberユ943，box64，RG59，the　Nationa1Archives　and　Records　Administration（NARA），

　Co11ege　Park，M趾y1and．TSの会議には「極東グループ」からは最年少のバーティモを除く

　ブレイクスリー，ホートン，フイアリーの三人が参加した。TS議長はアイゼア・ボウマ

　ン（Isaiah　Bowman）が務め，他にハミルトン・フィッシュ・アームストロング（Ha㎞1ton

　FishArmstr㎝g），アドルフ・A・バール（Adolf　A．BeIle），アン・オヘア・マコーミック

　（AmeO・HareMcCo㎜iok），レオ・パスヴォルスキー（Leo　P3svolsky），ジョセフ・バラ

　ンタイン（JosephBallantine），H・メレル・ベニンホフ（H－Me皿elIBeminghoff），．キャヴェ

　シディッシュ・W・キャノン（Cavendish　W．Camon），アルジャー・ヒス（A1ger　Hiss），M・

M・ナイト（M．M．Knight），アーミー・ヴァンデンボッシュ（Amy　Vand㎝bosch），フラ

　シク・S・ウィリアムズ（Frank　S．Williams），フィリップ・E・モスリー（Phi1ip　E．Mose1y），

　C・E・ブラック（C．E．Black）が参加していた。このうち後に対日占領政策立案に特に重

　要な役割を果たしたのはボウマン，パスヴォルスキー，バランタインであった。ボウマン

　はアメリカ地理学会の重鎮でジョンズ・ホプキンズ大学の学長も務め，ニューヨークの外

　交関係協議会を経て国務省入りする。TSの議長を務めた後，戦後計画委員会でも活躍す

　るが，彼の地理学の知識は日本よりも欧米に関するものであった。パスヴォルスキーはロ

　シア出身の国際経済学者で，反共主義者でもあり，ハル国務長官の特別補佐官も務めた。

　特別調査部（SR）部長となり，戦後計画委員会でも活躍した。バランタインは20年間日

　本の米国領事館に勤務した親日派のベテラン外交官で，後に国務省極東局長として

　SWNCC文書の起草に携わる。原，40－4ユ，ユ75一ユ76；五百旗頭（上），2ユー22，77，258－260。

ユ2）“T　Minutes53”30July1943，Po』エーWW∬For礁ηPo正師Pj伽〃…〃ポ∫如蛇D印〃榊‘耐地ωrゐ

　げ肋池ツλ．Mo旋＾ユ939－j945，㎞oro廿。he，no．591－53，国立国会図書館所蔵。以下，マイ

　クロフイルムおよびマイクロフイッシュ資料はすべて国立国会図書館所蔵。原文書は米国

　メリーランド州カレッジパークの国立公文書館（NARA）所蔵。

ユ3）Ibid．原は，1910年代の上原悦二郎・1920年代の吉野作造らの立憲民主主義思想の系

　譜が，米国の学者の著作を通してボ］トンに伝わっていたことを指摘している（原，ユ03一
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　ユ05）。したがってホートンの、思、想誘導論は，戦前日本の政治思想に関する無知の上に成り

　立っていたわけではなく，逆に日本における民主主義思想の萌芽とそれに対する弾圧につ

　いて一定の知識を有した上での意見であったと考えられる。

ユ4）“T　Minutes59，”17December1943，Po∫f－WW∬Forεf8η戸。比ツP’伽〃肋g，microfiche，no．

　59正一59．

王5）Rudyaエd附p1ing＆Wo1cott　Bale呂tier，meル阯励庇α二λ∫士ηげWe’fα〃五耐（London＝

　MaoMinan，ユ982），56．

16）なお，紙幅の都合でここでは取り上げなかったが，T－357aに依拠してホートンが起草

　したT－381（戦後の政治的諸問題）においても，「情報メデイアの自由」の項目の下に統

　制の解除と情報を与えられる権利が掲げられているものの，メディアを特定情報の普及や

　思想誘導の手段とする考え方は見られない。もっとも原は，「介入の原理としての自由」

　すなわち自由は普遍的重要性を持つというアメリカ側の考えが，それを保障するための内

　政干渉の正当化に結びついたと論じている。このことを証明するのは難しいが，「メディ

　アの自由化」がメテ｛イアを通した「自由の宣伝」（即ち思想誘導）へとすり替’わって行っ

　た理由の説明としては説得力がある。原，187－188．T－381の全文は，原，403－442に原文

　および日本語訳が収録されている。

ユ7）実際にはCACはユ943年ユ0月ごろから国務省内の組織改革で次々に設置され，同年末

　までに9カ国・4地域に達した。原，197。

ユ8）PWC一ユ08（CAC一ユエ6）“Japan1The　Postw皿O昧。tives　of　the　United　States　in　R已g趾d　to

　Japan”14M肛℃h1944，PWC　documents，Po』f－WW∬F冊1g〃Po畑P正。舳j刑g，micmfi1m，ree12。

　（以下，PWCおよびIDACFE関係の文書はすべてPo∫f－WW〃F〃碗π戸。伽P止伽π加8に所

　属する。）

19）PWC一ユ08－b（CAC一ユ16b）“Japan：The　Postwar　O昧。tives　of　the　United　Stat已s　in　Rega■d　to

　Japan”4May1944，PWC　docum㎝t，㎞crofilm，ree12．

20）PWC一ユ08b一 iCAC－1王6b）；谷川，23．

2ユ）PWC一王08（CAC－1ユ6）．

22）PWC一ユ08日（CAC－116a）“Japan　l　The　Postw皿Objectiv已s　of　the　United　States　in　Regard　to

　Japan，”17Aprilユ944，PWC　docum㎝t，microfi1m，ree12－

23）“PWC　Minutes，”ユ4Apτi11944，microfiche，m．140ユー2ユ．

24）原によれば，PWC一ユ52とPWC一ユ08bとは別の系譜を引いている（PWC一ユ08bはT－3573

　の発展形であり，PWC一王52はT－381の発展形である）ことになっていえ。（原，202－204

　参照。）憲法制定の系譜に関してはこの説明は説得力があるが，PWC－108bがユ944年4月

　にブレイクスリーによって起草され，翌5月にPWC一ユ52がホートンによって起草された
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　　ことを思えば，PWC－！52シリーズがPWC－l08bをも意識して起草されたと考えた方が自

　然であろう。実際，T－38ユは注ユ6）で示した通りメデイアの「自由化」や「統制の解除」

　　しか謳っておらず，PWC－108．a，ユ08bに見られるごとく，メディアを通して「自由主義

　　的考え」や「民主的考え」を「宣伝」あるいは「奨励」するという介入的考えは含んでい

　　ない。したがってPWC一ユ52bに含まれる介入主義的な部分は，PWC一ユ08a，ユ08bの方針

　　を引き継いだものと解釈できる。

25）PWC一ユ52b（CAC一ユ85b）“Japan1Abolition　of　Milit旺ism日nd　Strenthening　Democr日tic

　Process巳s，”9May1944，PWC　d㏄uments，microfilm，ree13．

26）　Ibid．

27）PWC－288b“工乱pan：0㏄upation＝Media　ofPub1ic　Informati㎝㎜d　Exp㈹ssi㎝，”15November

　　ユ944，PWC　document，耐。rofilm，ree14．

28）Mimtes⑪f　IDACPE，M巳eting　no．ユ63，14　November　ユ944，microfiche，m．1ユ87－138；

　Meeti㎎no．164，15November，1944，micro丘。he　no．1ユ87－139．ハミルトンの経歴について

　　は，Dep航ment　of　State，腕8ψ肋。地納倣ψfゐe　D仰r物舳ガ∫枷‘（Washingt㎝DC＝

　U．S．Govemment　P㎡nti㎎0ffice，1945），ユ24－125．The　United　Nation日を「国運」と訳すか

　　「連合国」と訳す一がについては議論の余地がある。原によれば，1945年6月1ユ日の

　SWNCC一ユ50「米国の日．本敗北後の初期対日政策」あたりが「連合国1」から「国連」へと意
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　Minutes　of　Meetings，Po∫f－WW〃Fm伽Poj土。y　P1例〃切8，microfi1m，ro11ユ（以下，SWNCC
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